
 

令和８年度庄内町育英資金貸付者募集要項 
 

１ 貸 付 金 額 

高 等 学 校 月額 ※１   １０,０００円以内 

高 等 専 門 学 校 月額 ※１   ２０,０００円以内 

専 修 学 校 
(高等課程・専門課程) 

月額 ※１   ５０,０００円以内 短 期 大 学 

大 学 

入学時の一時金貸付 
（高校・高専校は除く。） 

※２   ５００,０００円以内 

     ※１ 貸付金額または実際の授業料（月額）のいずれか低い額となります。 
※２ 一時金については希望者のみの貸付となります。 

   
２ 貸 付 対 象 

       庄内町に住所を有し、町税等の滞納がない方の子で､ 学資の支弁が困難と認められる 
学生､ 生徒。なお、在学中の学生、生徒も対象としています。 

 
３ 申し込み期限 

       令和８年３月９日（月）  
 
  ４ 申し込み手続き  

※下記提出書類のうち、合格発表日等の都合により申込期限まで提出できない 
書類がある場合、育英資金貸付願書 (様式第１号)や先に提出できる書類については 
必ず期限内にご提出ください。 
提出が遅れた書類は、準備ができ次第速やかに提出をお願いします。 

 
     下記の書類を教育課教育総務係に提出してください。 

① 育英資金貸付願書 (様式第１号) 

② 出身校又は在学校の長の推薦書（様式指定なし） 

      ③ 学校長（これに準ずる者を含む）の証明のある直近の学業成績書（様式指定なし） 

④ 月額又は年額の授業料金がわかる書類の写し（入学案内等） 

      ⑤  在学証明書又は合格通知書の写し 

 

  ５ 貸 付 決 定 
       選考、決定次第、３月中～下旬に文書で通知します。 
   （※日本学生支援機構の第一種奨学金の基準を参考にして選考します。）  
 
  ６ 貸 付 方 法 
       年４期（４月,７月,１０月,１月）に分けて、指定の口座に振り込みます。 

（※入学時の一時金貸付は４月中に振り込む予定です） 
 
 ７ 返 還 方 法 
       卒業後に返還開始となります。返還期間は貸付総額により決まります。 

（６年以内～10 年以内） 
 
８ 申し込み・問い合わせ先 

教育課教育総務係 電話 ０２３４（４３）０１２６ 
   
 9 そ の 他 
       庄内町育英資金貸付基金条例及び庄内町育英資金貸付基金条例施行規則もご覧ください。 

 


